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船舶事故調査報告書 

 

                             平成２５年１月３１日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  横 山 鐡 男（部会長） 

                         委   員  庄 司 邦 昭 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２３年２月６日 ０６時０５分ごろ 

発生場所 和歌山県日ノ御埼北西方沖 

和歌山県美浜町所在の紀伊日ノ御埼灯台から真方位３０７°９.６

海里（Ｍ）付近 

（概位 北緯３３°５８.７′ 東経１３４°５４.５′） 

事故調査の経過 平成２３年２月７日、本事故の調査を担当する主管調査官（神戸事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 貨物船 THETIS
セ テ ィ ス

（バハマ国籍）、４０,１６０トン 

９２８３９９２（ＩＭＯ番号）、CHANGAME COMPANIA ARMADORA 

S.A.（パナマ共和国） 

２２５.００ｍ×３２.２６ｍ×１９.２０ｍ、鋼 

ディーゼル機関、１０,２００kＷ、２００３年 

Ｂ 液体化学薬品ばら積船 律
りつ

和
わ

丸、１９９トン 

１３１７２０、株式会社菅原ジェネラリスト 

４６.４０ｍ×７.５０ｍ×３.６５ｍ、鋼 

ディーゼル機関、４４１kＷ、平成３年７月２３日 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ（ギリシャ共和国籍） 男性 ５１歳 

締約国資格受有者承認証 船長（バハマ国発給） 

交付年月日 ２００６年１１月１７日 

（２０１１年５月１６日まで有効） 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ５９歳 

   四級海技士（航海） 

免 許 年 月 日 昭和５３年４月２８日 

免 状 交 付 年 月 日 平成２１年９月７日 

免状有効期間満了日 平成２６年９月２０日 

航海士Ｂ 男性 ３５歳 

六級海技士（航海） 

免 許 年 月 日 平成２０年９月１１日 

免 状 交 付 年 月 日 平成２２年６月２３日 

免状有効期間満了日 平成２５年９月１０日 
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 死傷者等 Ａ なし 

Ｂ 軽傷 １人（航海士Ｂ） 

 損傷 Ａ 左舷船尾外板凹損等 

Ｂ 船首部圧損等 

 事故の経過 

 

Ａ船は、船長Ａほか２４人が乗り組み、日ノ御埼の北西方沖を速力

約１２.０ノット（kn）（対地速力、以下同じ。）で北北西進した。 

船長Ａは、一等航海士を見張りに、操舵手を手動操舵にそれぞれ就

けて操船指揮を執り、針路約３５０°（真方位、以下同じ。）として

和歌山県和歌山市友ケ島沖の水先人乗船地点に向けて航行していたと

ころ、平成２３年２月６日０５時４８分ごろ左舷船首約２０°６Ｍに

Ｂ船の白灯（マスト灯）２つと緑灯（右舷灯）を視認した。 

船長Ａは、Ｂ船が衝突の虞がある態勢で接近してくることに気付い

たが、右舷方には漁船群がおり、左舷船首方からＢ船以外に３隻南東

進していたので、両舷方向共に大角度変針ができず、また、Ａ船を右

舷側に見るＢ船が避航すべきと考え、国際ＶＨＦ無線電話による呼び

掛けを３～４回行った後、Ｂ船との距離が約３Ｍ以下となってから

は、汽笛による警告信号を５～６回行った。 

船長Ａは、Ｂ船との距離が約１Ｍとなったところで、漁船群を通過

し終わったので、直ちに右舵一杯としたものの、０６時０５分ごろ、

紀伊日ノ御埼灯台から３０７°９.６Ｍ付近において、Ａ船の左舷船

尾部とＢ船の船首部とが衝突した。 

Ｂ船は、船長Ｂ及び航海士Ｂほか２人が乗り組み、航海士Ｂが、０

３時４５分ごろ鳴門海峡北方沖で単独の船橋当直に就き、同海峡を通

過後、レーダーを６Ｍレンジに設定して針路約１３８°とし、速力約

９.２kn で自動操舵により航行した。 

航海士Ｂは、０５時５０分ごろレーダーで右舷船首方約５ＭにＡ船

の映像を認め、Ａ船の方位がほとんど変わらない状態で同映像が約４

Ｍまで接近したことを認めた。 

航海士Ｂは、左舷前方に西進する漁船群を視認し、操舵スタンドの

前に立ち、同漁船群がＢ船の正横を通過したのを視認した後、携帯電

話を操作しながら当直を続けていたところ、右舷前方約２Ｍに白灯２

つと緑灯を視認したので、Ａ船が針路を変更して安全に通過するよう

になったと思った。 

航海士Ｂは、再び携帯電話を操作しながら当直中、衝突の約５秒前

にＢ船の至近距離を左方に移動するＡ船の黒い船体を認めたので、右

舵を取ったものの、Ｂ船の船首部とＡ船の左舷船尾部とが衝突した。 

航海士Ｂは、操舵スタンドで胸部を打撲し、船橋後方に置かれてい

た電気ポットの熱湯を浴びて右足に熱傷を負った。 

船長Ｂは、自室で睡眠中に衝突の衝撃で目覚めて昇橋し、海上保安

庁に連絡した。 
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両船は、流出油等はなく、海上保安庁の指示により、自力航行で和

歌山県和歌山下津港に向かった。 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 西、風力 ３、視界 良好 

海象：海上 平穏 

日出時刻：０６時５４分 

 その他の事項 民間の情報関連会社が受信した船舶自動識別装置（ＡＩＳ）の情報

記録によるＡ船の運航状況は、付表１のとおりであった。 

（付図１ Ａ船のＡＩＳ情報記録による推定航行経路図、付表１ Ａ

船のＡＩＳの情報記録 参照） 

船長Ａは、本事故当時、周囲の船を早く通過したいと思っていたの

で、減速しないで航行していた。 

船長Ａは、国際ＶＨＦ無線電話で「Port to Port（左舷対左舷）」

を呼び掛けた。 

航海士Ｂは、当直中、Ａ船の汽笛に気付かなかった。 

Ｂ船の両舷ウィングのドアは、閉められていた。 

航海士Ｂは、国際ＶＨＦ無線電話から何か声が聞こえていた気がし

たが、Ｂ船に対する呼び掛けであることには気付かなかった。 

Ｂ船には、居眠り防止装置はなかった。 

分析 

乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ船は、日ノ御埼北西方沖を北北西進中、船長Ａが、左舷前方から

衝突の虞がある態勢で接近するＢ船を認めた際、警告信号を行った

が、両舷方向に他船がいたこと、及びこれらの他船を早く通過したい

と思っていたので、針路及び速力を保持して航行したことから、Ｂ船

との距離が約１Ｍとなった所で右舵一杯としたものの、Ｂ船と衝突し

たものと考えられる。 

Ｂ船は、日ノ御埼北西方沖を自動操舵で南東進中、航海士Ｂが、レ

ーダーで右舷船首方約４Ｍに方位が変わらない状態で接近するＡ船の

映像を認めたが、携帯電話の操作に注意を向け、見張りを適切に行っ

ていなかったことから、同じ針路及び速力で航行を続け、Ａ船と衝突

したものと考えられる。 

航海士Ｂが右舷前方約２Ｍに視認した灯火（白灯２つ及び緑灯）

は、約１３８°の針路で航行していたＢ船から約３５０°の針路で航

行していたＡ船の緑灯が見えることはなく、Ａ船のものではなかった

ものと考えられる。 

原因 本事故は、夜間、日ノ御埼北西方沖において、Ａ船が北北西進中、

Ｂ船が南東進中、船長Ａが、両舷方向に他船がいたこと、及びこれら

の他船を早く通過したいと思っていたことから、針路及び速力を保持
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して航行し、また、航海士Ｂが、携帯電話の操作に注意を向け、見張

りを適切に行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生し

たものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・船橋当直時の携帯電話の使用は厳に慎むとともに、常時適切な見

張りを行うこと。 

・国際ＶＨＦ無線を聴取するに当たっては、自船に向けられたもの

かどうかを確認すること。 

・国際ＶＨＦ無線で船名の分からない相手船に呼び掛ける場合は、

相手船の位置や針路なども呼び掛けることが望ましい。 
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付図１ Ａ船のＡＩＳ情報記録による推定航行経路図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

付表１ Ａ船のＡＩＳの情報記録 

 

時 刻 

 

（時:分:秒） 

船 位 船首方位 

 

（°） 

対地針路 

 

（°） 

対地速力 

 

（kn） 

北緯 

（度-分-秒） 

東経 

（度-分-秒） 

05:50:04 33-55-48.9 134-55-35.9 341 341 12.0 

05:52:05 33-56-12.4 134-55-27.3 343 343.9 12.2 

05:54:05 33-56-35.5 134-55-17.8 337 338 12.2 

05:56:03 33-56-57.9 134-55-07.0 339 338.9 12.3 

05:58:03 33-57-21.0 134-54-56.3 340 338 12.3 

06:00:27 33-57-49.6 134-54-45.6 351 346.7 12.4 

06:01:07 33-57-57.5 134-54-43.7 352 349.6 12.4 

06:02:07 33-58-09.9 134-54-41.5 348 350.7 12.4 

06:03:07 33-58-21.9 134-54-38.2 345 345 12.3 

06:04:07 33-58-33.8 134-54-34.2 350 344.8 12.3 

06:05:07 33-58-45.9 134-54-31.5 359 351.7 12.3 

06:06:07 33-58-58.2 134-54-30.9 007 000.1 12.2 

 

和歌山県 

紀伊日ノ御埼灯台 

紀伊水道 

○× 

事故発生場所 

（平成２３年２月６日 

０６時０５分ごろ発生） 

美浜町 




